Ⅰ　原油・飼料等の価格高騰対策に関する要請
　原油や農業用資材（肥料、農薬等）、家畜配合飼料の急激な価格高騰は、施設園芸農家やきのこ農家、畜産農家等の農業経営に大きな影響を及ぼしており、農業経営の継続や農産物の安定供給にきわめて深刻な事態となっている。

　このような中、国は、農業経営安定対策として、省エネルギー施設・機械の整備や畜産物価格関連対策等を緊急的に実施している。
また、長野県においても、「原油・飼料等高騰に関する農業経営緊急対策連絡会」を設置し、関係機関、団体が連携・協力した総合的な農業経営対策を推進している。　　　

しかしながら、原油価格の高騰や穀物需給のひっ迫等により、農家の経営環境は一段と厳しさを増し、採算割れとなる業態も出始めており、今後は農業経営の破綻や農業生産力の弱体化が強く懸念されている。

　ついては、農業経営の安定化を図るため、下記事項について特段の措置を講じられるよう強く要請する。

記

１　原油・飼料共通の支援対策について

（１）原油、農業用資材、配合飼料の価格高騰に伴う緊急対策について、さらに充実して実施すること。
（２）原油、農業用資材、配合飼料の価格高騰により、資金繰りに支障が生じることのないよう、営農継続に要する借入金に対する利子補給等の拡充を図ること。
２　農業用資材・燃料等の高騰対策について

（１）肥料について、流通の合理化によるコスト削減を図るとともに、土壌分析に基づく低成分肥料の活用、施肥効率の向上等の取組みを支援すること。

（２）省エネルギー技術・機械・施設の開発と導入を促進すること。

（３）食料と競合しないセルロース系バイオ燃料をはじめとする石油に代わる代替暖房燃料の技術開発と導入を促進すること。

（４）生活に必要不可欠な食料供給を担い、地域環境の保全に寄与している農業を守るため、農業用軽油の免税制度を継続するとともに、農業経営に使用する揮発油の免税措置を検討すること。

３　家畜配合飼料の高騰対策について

（１）今後、配合飼料価格が想定を超えて上昇した場合には、経営安定のための追加対策を講じるとともに、配合飼料価格安定制度の安定的な運用に向け、生産者・メーカーの負担を最小限に抑えた上で、十分な予算を確保すること。

（２）エタノール蒸留粕（ＤＤＧＳ）等を利用した低価格飼料の実用化と供給体制を早急に確立すること。
（３）国産飼料用米の低コスト・超多収生産技術や給餌技術の確立、飼料用青刈り稲や飼料作物等の転作作物としての普及拡大、栄養価を加味した飼料作物の栽培技術の研究開発など、自給飼料の安定生産や供給体制を早急に確立すること。
４　消費者への理解促進対策について

生産コスト上昇分が取引価格に適正に反映され、農業の再生産が可能となるよう、
消費者・流通業者等の理解の醸成を図るとともに、そのための対策を強化すること。
　
